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※この経営戦略については、現時点の推計になります。今後策定が予定される茅ヶ崎市総

合計画その他の茅ヶ崎市の施策等により、推計と異なる事業実施となることも想定され

ます。 

 

※投資・財政推計結果については、千円又は百万円単位で四捨五入を行っているため、合

計値又は差額が一致しない場合があります。 

 

※天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成 29 年法律第 63 号）が、平成 31 年 4 月

30 日に施行され、天皇陛下が御退位されます。御退位による皇位の継承が行われ、元号

が改められますが、本計画書の作成時点（平成 3１年 3 月）においては、元号法（昭和

54 年法律第 43 号）の規定による政令の改正が行われていないため、本計画における元

号の表記は「平成」を用いることとし、改元後は新元号に読み替えるものとします。
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１．経営戦略策定の趣旨                               

 
下水道は、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の

水質の保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設

です。 

本市の下水道事業は、昭和38年に事業に着手して以来、順次整備を進めてきており、今

後は、維持管理や改築更新に重点を置いた経営の時代に入ろうとしています。一方、人口の

減少、生活様式の多様化、省資源化、経済成長の鈍化など、社会の潮流は転換期を迎えてお

り、これらは下水道事業の今後の経営にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。 

この経営戦略は、経営環境の変化に適切に対応し、一層の経営基盤の強化を図ることによ

り、今後も市民に下水道サービスを持続的・安定的に提供していくための指針として策定す

るものです。 

 

（１）経営戦略の位置づけ 

  平成26年8月の総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」により、

全国の自治体で、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくための「経営戦略」を

策定し、経営基盤強化と財政マネジメント1の向上に取り組むことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成26年8月29日付総務省通知） 

図１：経営戦略[イメージ] 

 

 

                                                   
1 マネジメント：経営管理のこと 
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本市には、行政運営の基本的な指針となる茅ヶ崎市総合計画があり、下水道河川部には「茅

ヶ崎市下水道整備計画」、「茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画」、「茅ヶ崎市公共下水

道管路2施設長寿命化基本計画」等の既存の計画が存在します。茅ヶ崎市公共下水道事業経

営戦略はそれらを相互補完するものとして位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２：本戦略の位置づけ 

 

（２）戦略期間 

 
  茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略の期間を以下のように設定しました。これは本市の次

期総合計画と予定終期を同じくすることで、より効果的な経営戦略とすることを目的とし

ています。 

 

中間見直し 

  

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

 

図３：戦略期間 

                                                   
2 管路：下水を集めて下水処理場等の放流先へ運ぶまでの管渠やポンプ場等の総称。 

茅ヶ崎市総合計画期間（予定） 

茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略期間（平成 31 年度～平成 42 年度（12 年間）） 

茅ヶ崎市下水道整備方針 

茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画 

 

茅ヶ崎市公共下水道管路施設長寿命化基本計画 

茅ヶ崎市下水道総合 

地震対策計画 

茅ヶ崎市下水道整備計画 

茅ヶ崎市総合計画 
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２．現状整理                                    

 

（１）事業概要 

 

 本市の公共下水道事業については、流域関連公共下水道3としての約 2,233ha と単独公

共下水道4（藤沢市南部処理場へ流入）の約 37ha のそれぞれの事業認可を取得し、昭和

38 年度に事業着手して以来、管渠5整備を進めています。昭和 52 年 12 月には相模川流

域下水道左岸処理場が処理開始され、また単独公共下水道については昭和 51 年度に処理開

始されており、平成 29 年度末までの全体整備面積は約 2,227ha となっています。平成

24 年度からは公営企業会計へ移行しており、地方公営企業法6の一部適用となりました。 

 神奈川県の中央南部に位置し、相模湾に面した平地とその背後地に広がる緩やかな丘陵地

からなり、年間を通して比較的穏やかな気候に恵まれています。このため、住宅都市として

の性格が強く、大口排水者が少ないことが特徴です。 

 

表１：平成 29 年度末時点の公共下水道面整備率 

  雨水 汚水 

行政面積7 3,576.00ha 3,576.00ha 

全体計画面積8 3,110.13ha 3,123.39ha 

事業認可面積9（A) 2,270.39ha 2,270.39ha 

市街化区域面積10 2,212.97ha 2,212.97ha 

排水区域面積11（B) 1,195.72ha 2,227.17ha 

面整備率12（B/A) 52.67% 98.10% 

整備面積13（単年度） 5.47ha 7.54ha 

整備延長14（単年度） 1,089.70m 267.45m 

 

 公共下水道の面整備率は、汚水が 98％を超えている一方で、雨水は 50％台となってい

ます。近年は集中豪雨が多発していることから、継続的整備が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 流域関連公共下水道：２以上の市町村が共同で処理場を有する下水道 
4 単独公共下水道：市町村単独で処理場を有する下水道 
5 管渠：路面に埋設した排水管 
6 地方公営企業法：地方公共団体の経営する企業について定めた法律 
7 行政面積：市の面積 
8 全体計画面積：下水道整備の計画で定められた将来的に下水道施設の配置を計画している面積 
9 事業認可面積：下水道法の事業計画を策定し、都市計画法第 59 条による認可を受けている面積 
10 市街化区域面積：都市計画法第 7 条に基づき指定された市街地を形成又は形成を図るべき区域の面積 
11 排水区域面積：都市計画により定められた公共下水道により下水を排除することができる地域の面積 
12 面整備率：事業認可面積における排水処理区域面積の割合 
13 整備面積：下水道が整備された面積 
14 整備延長：下水道が延長（設置）された距離 
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（２）行政区域内人口15・現在処理区域16内人口・現在水洗便所設置済人口 

 

 本市の行政区域内人口・現在処理区域内人口・現在水洗便所設置済人口は、いずれも増加

傾向となっています。 

 

表２：各年度末の行政区域内人口・現在処理区域内人口・現在水洗便所設置済人口(人) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）普及率17・水洗化普及率18 

 

普及率は概ね横ばい傾向となっています。水洗化普及率は上昇しており、整備区域におけ

る接続が進んでいることが伺えます。 

 

表３：各年度末時点の普及率・水洗化普及率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 行政区域内人口：住民基本台帳人口 
16 処理区域：水洗便所から排出される排水を下水道管へ放出できる区域（整備区域） 
17 普及率：行政区域内人口に対する処理区域内人口（人口に対する整備区域人口） 
18 水洗化普及率：公共下水道処理区域における公共下水道接続割合 

（単位：人） 

（単位：％） 

平成 28 年度以降の水洗化普及率は区域外流入を含んでいます。
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（４）年間有収水量19 

 

平成 19～29 年度の年間有収水量の推移は、家事用が横ばい傾向となっている一方で事

業用は大幅な減少傾向となっており、合計値は微減傾向となっています。 

 

表４：用途別の年間有収水量（事業用は右軸）（㎥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）調定20件数 

 

調定件数は、増加傾向となっています。事業用は有収水量が減少傾向であるのに対して調

定件数は増加傾向となっています。 

 

表５：調定件数（事業用は右軸）(件) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19 有収水量：下水道で処理した汚水のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量 
20 調定：収入金額を決定する行為 

（単位：㎥）                                                         （単位：㎥）

（単位：件）                                                          （単位：件）
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（６）有収水量の原単位21 

 

有収水量の原単位については、合計及び家事用は減少となっており、事業用は大幅な減少

となっています。家事用は有収水量、水洗便所設置済人口は増加となっていますが、原単位

は、減少となっており、節水傾向となっています。事業用は、有収水量が減少の一方、調定

件数は増加となっており、原単位は大幅な減少となっています。 

 

表６：有収水量原単位（事業用は右軸）（家事用はℓ/人/日・事業用はℓ/事業所/日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 有収水量の原単位：１人（１事業所）の１日当たりの有収水量 

（単位：ℓ）                                                         （単位：ℓ） 
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（７）下水道使用料 

 
下水道使用料は、茅ヶ崎市下水道条例の規定により、公共下水道の使用者から徴収してい

ます。一般家庭と業務用とで区別はなく、二部使用料制（基本使用料と従量使用料）と累進

使用料制（７段階）を採用し、維持管理費と資本費22の一部を賄う使用料設定としています。

直近では平成 17 年度に使用料の改定を行っており、水道使用料とあわせて徴収することで

徴収率は 99％を超えています。 

 

 

表７：使用料体系（税抜） 

汚水の種類 基本額 超過額 

汚水排除量 金額 汚水排除量 金額（１㎥につき）

一般汚水 8 ㎥以下分 

 

616 円 8 ㎥を超え 

20 ㎥以下の分 

91 円

20 ㎥を超え 

50 ㎥以下の分 

131 円

50 ㎥を超え 

100 ㎥以下の分 

151 円

100 ㎥を超え 

300 ㎥以下の分 

163 円

300 ㎥を超え 

1,000 ㎥以下の分 

202 円

1,000 ㎥を超え 

5,000 ㎥以下の分 

229 円

5,000 ㎥を超える分 255 円

浴場汚水 1 ㎥につき 5 円 

 

 

 20 ㎥あたりの使用料は 1 月あたり 1,844 円となっており、これは県内でも少ない水準

となっています。 

 

表８：平成 30 年度使用料（20 ㎥）の政令市を除く県内市比較（円／月・税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 資本費：減価償却費・企業債等利子等の投下資本維持にかかる経費 

小田原市 秦野市 座間市 伊勢原市 鎌倉市 大和市 藤沢市 

2,588 2,424 2,370 2,312 2,260 2,250 2,163

綾瀬市 相模原市 平塚市 厚木市 茅ヶ崎市 海老名市 逗子市 

2,060 1,999 1,998 1,938 1,844 1,763 1,760

 

下水道使用料は、1 か月あたりの水道の使用水量を 1 か月あたりの汚水排除量と

して認定し、下水道使用料算定表により算定した額となります。 
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（８）企業会計移行後における経営比較分析 

 

棒グラフが本市を示しており、折れ線グラフが類似団体23平均値を示して 

います。 

 

 

イ 経営の健全性効率性について 

 

経常収支比率が 100％を上回っており、比較的健全な経営を行っているといえます。一

方で、流動比率が 100％を下回っており、近年の決算の状況では下水道使用料収益が徐々

に減少傾向であること、維持管理費が増加していること等から、この状況が続けば、将来的

に厳しい経営状況に推移していくことも予測されます。 

 

表９：経常収支比率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１０：流動比率（％）24 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

表１１：企業債25残高対事業規模比率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 類似団体：処理区域内人口・処理区域内人口密度・下水道供用開始後年数のいずれもが類似する団体 
24 流動比率の平成 26 年度以降の値は、会計制度見直しにより大きく変動しています。 
25 企業債：地方公営企業が建設改良事業等に要する資金に充てるために発行する地方債 

（単位：％） 

（単位：％） 

（単位：％） 

 経常収支比率は経常費用に対

する経常収益の割合になりま

す。単年度で収支が黒字である

ことを示す１００％以上である

ことが必要です。本市は、毎年

１００％を超えています。 

 流動比率は流動負債に対する

流動資産の割合になります。短

期的な債務に対する支払能力を

示しており、１００％以上でな

い場合には１年以内に現金化で

きる資産で、１年以内に支払う

負債を賄えていないことになり

ます。本市の状況は、類似団体

並みとなっています。 

 企業債残高対事業規模比率は

使用料収入に対する企業債残高

の割合になります。明確な数値

基準はありませんが、経年比較

や類似団体との比較により自団

体の状況を把握するものです。

本市は、類似団体と比較し少な

い水準にあります。 
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表１２：経費回収率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１３：汚水処理原価（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 老朽化の状況について 

 

昭和 38 年度に下水道整備を始め、当初に布設した管路は法定耐用年数である 50 年を超

えています。維持管理計画を基に効率的な維持管理及び投資計画を進める必要があります。 

 

表１４：有形固定資産減価償却率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１５：管渠老朽化率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 

（単位：円） 

（単位：％） 

（単位：％） 

 経費回収率は使用料で回収す

べき経費を、どの程度使用料で

賄えているかを示しており、１

００％以上であることが必要と

なります。本市は、毎年１００％

を超えています。 

 汚水処理原価は有収水量 1 ㎥

あたりの汚水処理に要した費用

を示しています。明確な数値基

準はありませんが、経年比較や

類似団体との比較により自団体

の状況を把握するものです。本

市は、類似団体と比較し少ない

水準にあります。 

 有形固定資産減価償却率は償

却資産の減価償却がどの程度進

んでいるかを示しています。数

値が高いほど法定耐用年数に近

い資産が多いことを示していま

す。本市は、類似団体と比較し

少ない水準にあります。 

 老朽化率は管渠延長に対する

法定耐用年数を超えた管渠延長

の割合を示しています。明確な

数値基準はありませんが、経年

比較や類似団体との比較により

自団体の状況を把握するもので

す。本市は、類似団体と比較し

やや多い水準となっています。 
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３．公共下水道事業をとりまく将来推計                        

 
（１）本市の将来人口 

 

表１６：将来人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）下水道の普及率・水洗化普及率の推計 

 
普及率については、新たに整備した区域に想定の人口が居住しなければ上昇しません。こ

のため、事業体としての管理は難しいことから、最新実績値である平成 29 年度値（95.6％）

が継続する推計としました。水洗化普及率については、接続は対象市民の意思によらざるを

得ない面があるものの、事業体としての接続促進活動により一定の管理が可能な値です。そ

こで、将来の水洗化普及率については、経営戦略期間（平成 31～42 年度）を含む、平成

30～42 年度について、過去の傾向を踏まえて、最新実績値の平成 29 年度値から毎年度

0.1％づつ上昇する推計としました。 

 

表１７：普及率・水洗化普及率の将来値（目標設定値）（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 

（単位：人） 

32 年度をピークに減少することが予測されます 

※27 年度国勢調査結果に基づく推計のため、住基データに基づく行政区域内人口とは差があります。

※人口に基づく推計は、これまでの統計データと整合のため、行政区域内人口を用いています。

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 
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（３）行政区域内人口・処理区域内人口・水洗便所設置済人口の推計 

 
行政区域内人口は、将来人口の推移（表１６）を住民基本台帳ベースに補正し、処理区域

内人口は、行政区域内人口に普及率を乗じ、水洗便所設置済人口は処理区域内人口に水洗化

普及率を乗じています。将来人口と同様のカーブが見込まれます。 

 

表１８：行政区域内人口・処理区域人口・水洗便所設置済人口の将来値（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）有収水量の原単位の推計 

 

原単位（1 人 1 日当たり有収水量）は、過去の節水傾向が今後も続くと想定し、平成 19

～2９年度の実績値を回帰分析26することにより推計を求めました。通期で減少となります。 

 

表１９：合計値の有収水量原単位の将来値（ℓ/人/日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
26 回帰分析：結果と要因の関係を調べて、説明・予測・検討する統計的手法 

（単位：人） 

（単位：ℓ） 

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 
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（５）有収水量の推計 

 

前述した将来人口、有収水量原単位を用いて有収水量の推計を行いました。将来人口・原

単位共に減少見込みであるため、有収水量も減少傾向となります。 

 

表２０：合計値の原単位ベースの有収水量推計値（㎥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）将来世帯数の推計 

 

国立社会保障・人口問題研究所による神奈川県の総人口推計値を、世帯数推計値で除して

神奈川県の 1 世帯当たり世帯人員を算出し、本市の 1 世帯当たり世帯人員も同様の傾向で

推移すると仮定することで、本市の世帯数並びに 1 世帯当たり世帯人員を推計しました。

世帯数は人口推計同様のカーブとなりますが、世帯人員は減少の見込みです。 

 

表２１：１世帯あたり人員数及び世帯数の推計値（人（右軸）・世帯（左軸）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：㎥） 

（単位：世帯）                                                          （単位：人）

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 
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（７）調定件数の推計 

 

 調定件数の実績値（30 年度以降は推計値）に世帯数増減率推計値を乗じることにより、

将来調定件数を推計しました。世帯数は平成 37 年度をピークに減少するため、調定件数も

それに比例した動きとなっています。 

 

表２２：調定件数の推計値（事業用は右軸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）使用料収入の推計 

 

現行の使用料体系を用いて、従量使用料については、将来の有収水量に各々の従量単価を

乗じて推計しました。また、基本使用料については、基本使用料に調定件数×2（2 ヶ月調

定を前提）を乗じて推計しました。大口排出者が減少していることもあり、大幅な減少とな

っています。 

 

表２３：使用料収入の推計結果（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 2３年度に大きな動きとなっていますが、企業会計へ移行したことによるものです。 

（単位：件）                                                         （単位：件） 

（単位：百万円） 

事業用調定件数については「茅ヶ崎市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

の目標値に基づき推計しています。 

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 

グラフ上の数値は、平成 19 年度と

平成 29 年度の実績値並びに平成

36 年度と平成 42 年度の推計値 
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４．経営の基本方針                                 

 
人口減少、生活様式の変化、省資源化、経済成長の鈍化など社会構造の変化により下水道

使用料収入の減少傾向が続く中、今後は施設・設備の老朽化が急速に進むことから、老朽化

対策事業へ多額の改築更新費用が必要となるとともに、近年多発している局地的集中豪雨等

に対応するため、雨水排水対策事業へも多額の投資費用が必要となるなど、今後の下水道事

業を取り巻く経営環境は大変厳しくなることが予想されます。 

持続可能な下水道事業の実現に向け、以下を基本方針とします。 

 

（１）整備の持続 

 
 公共下水道の面整備率は汚水が 98％を超えている一方で、雨水は 50％台となっており、

集中豪雨等に対する浸水対策のためには公共下水道の整備を継続していく必要があります。

水洗化普及率については約 98.3％と高い数値を示していますが、1.7％は未接続世帯とな

っており、水洗化の指導を継続する必要があります。 

 

イ 公共下水道の整備については、「茅ヶ崎市下水道整備計画」に基づき、快適環境

都市づくりに向けて計画的な整備を推進します。 

 

ロ 市民の生活環境の向上を図るため、水洗化の普及拡大に努め、快適で住みよい環

境づくりを目指します。 

 

 

 ○主な取組 

  ・公共下水道の整備 

  ・処理区域内での早期水洗化指導の継続 

 

 

 

（２）施設の持続 

 
 昭和 38 年より供用を開始している下水道施設は、今後法定耐用年数を上回る資産が急速

に増えることは確実で、改築・更新を継続的に行う必要があります。 

 

イ ストックマネジメント27計画に基づく施設の計画的な改築・修繕に取り組みます。 

 

ロ 供用開始から年数が経過している施設について、長寿命化や耐震化のための改築

工事を進めます。 

 

 

  ○主な取組 

   ・老朽化対策としての改築工事、更新工事 

   ・地震対策としての補強工事 

 

 

                                                   
27 ストックマネジメント：施設の状態を客観的に把握し、計画的・効率的に管理する手法 
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（３）経営の持続 

 
 本市は、平成 32 年をピークとし人口が減少すると推計されています。人口の減少はすな

わち使用料収入の減少につながることとなるため、将来的な経営基盤の安定のための取組が

必要となります。 

 

イ 中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と、財政マネジメントの向上等

に取り組みます。 

 

ロ 職員の資質向上を図るため、各種研修等に積極的に参加することにより習得した

技術、知識を組織として共有し、技術の継承を目指します。 

 

ハ 継続的に利益を維持し、内部留保資金を確保するため、より一層の経営の効率化

を図るとともに、適切な使用料水準について検討します。 

 

 

  ○主な取組 

  ・未収対策の継続と適切な使用料の検討 

   ・計画的な起債による企業債残高の削減 

   ・研修による職員の資質向上 
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５．投資・財政推計のための収支設定                              

 

（１）公共下水道の整備費について 

 

公共下水道の整備に係る費用については、茅ヶ崎市総合計画における実施計画（直近は平

成 30 年度から平成 32 年度）計上額並びに茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画計上額を

ベースとし、現時点で予定されている事業費を加味します。 

 

表２４：整備費の将来値設定（百万円） 

 
 

（２）公共下水道の投資以外の経費（維持管理費）について 

 

茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画額並びに次の通りとします。 

 
表２５：【維持管理費（委託料等）の前提条件】 

費用 前提条件 

職員給与費 平成27年度～29年度の職員給与の決算値の平均と平成30年度の職員

数にて算定 

動力費 平成 27 年度～29 年度の決算値の平均にて算定 

修繕費 平成 29 年度決算値を調整し算定 

委託費 平成 29 年度決算値を使用 

流域下水道 

維持管理負担金 

神奈川県が平成 32 年度より地方公営企業法の適用となることから、現

在よりも増加するものとして一定額を算定 

減価償却費 新規取得の固定資産について、線的施設（管渠）の耐用年数を５０年、

点的施設（ポンプ場等）の耐用年数は概ね平均となる１５年とします 

（いずれも残存価格は 10％） 

資産減耗費 年度 11,000 千円 

その他営業費用 平成 29 年度決算値を使用 

支払利息 新規発行の企業債については元金均等償還とし、償還期限は 20 年、据

置期間なし 

その他 

営業外費用 

平成 29 年度決算値を使用 

1,091 1,179 1,076 1,129 1,145 1,144 1,180 1,180 
1,336 1,363 1,355 

1,239 1,187 

269 
241 

318 136 150 142 138 138 

138 152 148 
141 141 

115 94 116 
116 143 145 119 79 

94 
129 115 

115 115 

1,474 1,514 1,511 
1,381 1,438 1,431 1,438 1,397 

1,569 
1,644 1,618 

1,495 1,443 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

雨水建設改良費 汚水建設改良費 汚水流域建設負担金

（単位：百万円）
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（３）使用料について 

 

汚水処理に要する費用は下水道使用者が使用の量に応じて、下水道使用料で負担すること

とされています。将来人口の推計、公共下水道の普及率並びに水洗化普及率の推計、将来世

帯数の推計、水洗便所設置済人口の推計、有収水量の推計に基づき、保守的な観点から今後

使用料が減少し続けるものとした推計に基づくこととします。 

 

（４）使用料以外の収入について 

     

 ・一般会計からの繰入 

  下水道事業において、雨水処理に要する費用等は一般会計が負担する経費とされていま

す。独立採算制を基本とし、雨水公費・汚水私費の原則28に従い、総務省の「地方公営企

業繰出金について」に基づいた金額を、一般会計より出資金・負担金として繰り入れるこ

ととします。 

 

 ・企業債 

一般会計の過度な負担の抑制並びに負担の平準化を図る事を目的に、企業債が発行可能

な事業については企業債を発行するとともに、発行限度額までは資本費平準化債29を発行

することとします。なお、現役世代が負担すべき費用を将来世代が過度に負担することと

ならないよう企業債残高の抑制を図ることが重要となるため、企業債の発行額は、償還額

以下とします。 

 

 ・国庫補助金等 

活用可能な国庫補助金等については最大限に活用を行います。 

 

 ・工事負担金その他の収入 

工事負担金・その他の収入は、平成 27 年度～平成 29 年度決算値の平均値とします。

また、受益者負担金30については、平成 29 年度決算値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 雨水公費・汚水私費の原則：雨水は公費負担（税金）汚水は私費負担（下水道使用料）という考え方 
29 資本費平準化債：資本費の一部を後年度に繰り延べるために発行する企業債のこと 
30 受益者負担金：公共下水道が整備された地域の土地所有者等に負担頂く事業費の一部 
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６．投資・財政推計結果                                  

 

（１）収益的収入31 

 

使用料収入は減少傾向となります。雨水処理負担金32（営業収益分及び営業外収益分の合

計値）は横ばい傾向ですが、長期前受金戻入33も減少傾向となることから、推計期間中の収

益的収入は減少傾向となります。 

 

表２６：収益的収入の推計値（百万円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
31 収益的収入：企業の経営活動に伴い発生する収益 
32 雨水処理負担金：下水道事業における雨水処理費用として一般会計が負担する金額 
33 長期前受金戻入：資産取得時の補助金等について減価償却見合分を収益化した非現金収益 

2,540 2,527 2,519 2,496 2,477 2,458 2,443 2,420 2,396 2,373 2,354 2,326 2,302

1,648 1,642 1,618 1,618 1,613 1,594 1,587 1,562 1,573 1,562 1,577 1,600 1,586

899 1,075 1,081 1,067 1,064 1,062 1,044 990 983 968 965 960 960 

5,193 5,348 5,319 5,279 5,250 5,208 5,167 5,064 5,043 4,993 4,986 4,976 4,937

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

使用料収入 雨水処理負担金 長期前受金戻入 その他

（単位：百万円） 
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（２）収益的支出34 

 

流域下水道維持管理負担金は、神奈川県の企業会計移行に伴い増加することが予測されま

す。減価償却費及び支払利息は減少傾向となりますが、結果として推計期間中の収益的支出

は横ばい傾向となります。 

 

表２７：収益的支出の推計値（百万円） 

 
 

（３）当期純利益 

 

収益的収入が減少傾向にあり、収益的支出が横ばい傾向となるので、当期純利益は減少傾

向となり、平成 40 年度には赤字に転じる見込みとなりました。 

 

表２８：当期純利益の推計値（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
34 収益的支出：企業の経営活動に伴い発生する費用 

980 1,026 1,128 1,163 1,200 1,229 1,259 1,290 1,322 1,356 1,390 1,424 1,458 

2,457 2,642 2,638 2,636 2,636 2,635 2,637 2,567 2,568 2,539 2,553 2,559 2,539

628 
594 534 489 447 410 377 349 326 305 291 275 258 

792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

4,858 5,053 5,092 5,081 5,075 5,067 5,065 4,998 5,008 4,992 5,026 5,049 5,046 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

流域下水道維持管理負担金 減価償却費 支払利息 その他

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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（４）資本的収入35 

 

資本的収入は、主に企業債の新規発行額によって変動しますが、ほぼ一定の水準となって

います。 

 

表２９：資本的収入の推計値（百万円） 

 
 

（５）資本的支出36 

 

資本的支出のうち建設改良費も一定の水準となっています。企業債償還金は平成 3４年度

までは増加傾向ですが、以降は概ね減少傾向となっています。 

 

表３０：資本的支出の推計値（百万円） 

 
 

                                                   
35 資本的収入：固定資産の取得や増改築のための収入 
36 資本的支出：固定資産の取得や増改築のための支出 

1,397 1,377 
1,621 

1,374 1,359 1,337 1,303 1,181 1,206 1,153 1,110 980 926 

241 317 

289 

300 310 299 300 
300 338 348 337 

312 299 

179 176 

191 

208 223 233 241 343 361 445 458 
508 516 

286 267 
107 

256 275 282 280 164 
284 316 323 

293 300 

2,135 2,168 2,240 2,169 2,198 2,182 2,155 
2,019 

2,221 2,293 2,260 
2,125 2,072 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

企業債 他会計出資金 他会計負担金 国・県補助金 その他

1,601 1,641 1,638 1,508 1,565 1,558 1,565 1,524 1,696 1,771 1,745 1,622 1,570 

2,326 2,367 2,437 2,453 2,457 2,428 2,371 2,173 
2,201 2,082 2,036 2,000 1,920 

3,927 4,008 4,075 3,961 4,022 3,985 3,936 
3,698 3,897 3,854 3,780 3,622 3,490 

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

建設改良費 企業債償還金

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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（６）資本的収入額が資本的支出額に不足する額 

 

（４）資本的収入額が（５）資本的支出額に不足する額は、平成 3６年度までは 17～18

億円の水準で推移し、以降は減少する結果となりました。 

 

表３１：資本的収入額が資本的支出額に不足する額の推計値（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）単年度現金収支及び補てん財源37不足額 

 

単年度現金収支は、平成 32 年度からマイナスとなりますが、（６）資本的収入額が資本

的支出額に不足する額が減少することから、平成 39 年度にはプラスに転じると推計されま

す。 

 

※単年度現金収支＝補てん財源-資本的収入額が資本的支出額に不足する額 

 

表３２：現金収支及び補てん財源不足額の推計値（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
37 補てん財源：損益勘定留保資金（減価償却費等）や当年度純利益等の資本的収支の不足を補う財源 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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（８）現金残高及び企業債残高 

 

現金預金残高は、平成 32 年度以降は微減傾向となるものの、単年度現金収支がプラスに

転じることから、平成 39 年度から増加に転じます。 

企業債残高は、平成 42 年度には 19,230 百万円まで減少する見込みとなりました。 

 

※現金預金残高＝前年度現金預金残高-過年度損益勘定留保資金38取崩額等+当年度損益勘

定留保資金等 

 

表３３：現金預金残高（左軸）及び企業債残高（右軸）の推計値（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
38 損益勘定留保資金：現金の支出を必要としない費用で、企業の内部留保資金 

（単位：百万円） 
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（９）財政推計結果表（収益的収支） 
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（１０）財政推計結果表（資本的収支） 
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７．収支均衡の方向性                                

 
 総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月 29 日付

通知）において策定を要請されている「経営戦略」は、投資試算と財源試算の収支が均衡し

たものでなければいけません。投資試算と財源試算の収支を均衡させることは、持続可能な

下水道事業を実現するうえで非常に重要となることから、茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略

における収支均衡についての方向性については以下のとおりとします。 

 
（１）収支均衡の方向性 

 

財政推計の結果、当期純利益は平成 40 年度から赤字に転じる見込みです。このため、経

営戦略期間を通して当期純利益を黒字とするためには、平成 40 年度を見据えた対応や事業

運営が必要となります。 

 

 

 

 

・使用料改定 

・建設改良費並びに維持管理費の削減 

 

 

 

 

戦略期間を通じて黒字経営を維持します。 

 

 

 

（２）使用料改定について 

 
経営戦略期間中の当期純利益を黒字とするための１つの方法として、下水道事業の収入に

あたる使用料を改定する方法があります。なお、改定にあたっては、茅ヶ崎市には大口排出

者が少ないといった特徴から、従量使用料の累進度を高くしても使用料収入の増加は期待で

きず、小口排出者や家事用途の使用料改定率を高くせざるを得ないと考えられます。しかし

ながら、現金の将来推計は若干増加をしており、現時点で平成 40 年度における赤字を埋め

るための使用料額並びに改定時期を判断することは非常に困難です。 

また、経営戦略については、総務省の指針により戦略期間中の見直しが求められおり、本

市においては、経営戦略の中間で１度見直しを予定しています。このため、財政推計結果に

おいて中間見直しまでの黒字経営が見込まれており、現時点で平成 40 年度の経営成績を的

確に把握することは困難であることから、原則として使用料の改定に係る検討は中間見直し

の際に行うこととします。それまでの間は、事業年度ごとに決算数値と推計値の比較を行い、

中間見直し前に使用料の改定が必要となった場合には、速やかに茅ヶ崎市下水道運営審議会

へ諮問を行うものとします。 

あわせて、使用料確保のための水洗化普及についても戸別訪問等を引続き実施し、積極的

に取り組みます。 

 

 

 

収支均衡のための対応・事業運営 
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（３）建設改良費・維持管理費の削減について 

 
 経営戦略期間中の当期純利益を黒字とするためのもう１つの方法として、下水道事業の費

用にあたる建設改良費・維持管理費の削減があります。 
安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには、管渠や下水道施

設の健全性を維持することが極めて重要であり、今後は施設・設備の老朽化が急速に進むこ

とで、老朽化対策事業への多額の改築更新費用が必要となるのも事実です。 

建設改良費については、過年度の実績からもポンプ場の整備が行われた時期に高くなるこ

とから、健全な下水道整備のため年間事業費の平準化を図るとともに、効率的な整備事業を

実施します。 

維持管理費については、下水道施設の劣化を予測しつつ、損傷が軽微な段階で小規模な修

繕を行います。施設の延命化を図る「予防保全」の考え方を基本とし、ストックマネジメン

ト手法を導入した戦略的な投資による施設の最適化を図ることで、事業の実現性を確保する

ための「平準化」並びに「削減」を図ります。 

行政組織は、地方公営企業法の一部適用であるため、給与体系等については市長部局に委

ねられることとなりますが、市長部局とも協議を行うことで適切な人員配置を行います。 

また、これまで様々に活用してきた民間委託についても、委託料の削減手段を検討するこ

とで、建設改良費・維持管理費の削減を進めます。 
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８．進捗管理                                    

 
今後、この経営戦略の実施状況を適宜評価・検証を行いながら、計画期間の中間時であ

る平成3６年度に見直しを行うとともに、この経営戦略と実績との乖離が著しい場合や計画

の前提となる経営・財政の条件が大幅に変更となった場合に使用料改定を含めた見直しを

行います。また、現段階で把握できていない詳細事項についても、この戦略に基づく事業

の実施により精度を高めていきます。 

見直しに当たっては、計画と実績との乖離及びその原因を分析するとともに、「計画策

定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを活用しま

す。 

 

               中間見直し 
 

 

 

 

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

前期戦略期間 後期戦略期間 

図４：進捗管理のフロー 

 
 経営戦略の進行管理については、茅ヶ崎市下水道運営審議会にも意見聴取を行い進める

こととします。 

 
 
おわりに 

 

 下水道事業については、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少等に

伴う使用料減少等により、経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の取組が求

められます。 

 本経営戦略は、下水道事業が住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提

供する役割を果たすべく、財源の有効活用と事業効果を最大限に発揮し、将来にわたりサ

ービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう、今後の経営の基本計画について

中長期的視点で策定したものです。 

 茅ヶ崎市下水道整備方針における基本理念「豊かな水環境と安全・安心なまちづくりに

貢献する下水道をめざして」に基づき限られた財源を有効に活用し、費用効果が最大限に

発揮できるよう戦略的に取り組みを進めます。 

 さらに、下水道の現状と課題等に関する情報を発信し、事業の透明性を図るとともに説

明責任を果たしながら事業を推進し、効果の実感できる施策を展開します。 
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９．総務省ガイドラインのひな形様式による経営戦略のまとめ                  

 
 

 

下水道事業経営戦略 

 

団体名 ： 茅ヶ崎市             

 

事業名 ： 公共下水道事業          

 

策定日 ： 平成 31 年 3 月          

 

計画期間 ： 平成 31 年度～平成 42 年度   

 

１．事業概要 

 

（１）事業の現況 

 

①施設 

 

供用開始年度 

（供用開始後年数）

昭和 52 年 12 月１日 法適・非適の区分 一部適用 

処理区域内 

人口密度 

104.49 人/ｈａ 流域下水道等への 

接続の有無 

あり 

処理区数 

 

2 処理区 

処理場数 

 

なし 

広域化・共同化 

最適化実施状況 

— 

 

②使用料 

 

一般家庭使用料体系 

の概要・考え方 

一般家庭用と業務用とで区別はなく、二部使用料制（基本使用料と

従量使用料）と累進使用料制（7 段階）を採用しています。維持管

理費及び資本費の一部を賄う使用料設定としています。 

業務用使用料体系 

の概要・考え方 

同上 

その他の使用料体系 

の概要・考え方 

— 

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

27 年度 1,844 円 実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

27 年度 2,223 円

28 年度 1,844 円 28 年度 2,226 円

29 年度 1,844 円 29 年度 2,231 円

*条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料をいいます。 

*実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの

（家庭用のみでなく業務用を含む）をいいます。 
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③組織 

 

職員数 

 

45 名 

（収益勘定職員 17 名、資本勘定職員 16 名、一般会計支弁職員 12 名）

事業運営組織 

 

下水道河川総務課 12 名（部長含む） 

下水道河川建設課 17 名 

下水道河川管理課 16 名 

 

（２）民間活力の活用等 

 

民間活用の状況 ア 民間委託 

 

設備点検補修・汚泥処分・設計・測量 

維持管理・流量管理・保安清掃    等 

イ 指定管理者制度 

 

— 

ウ ＰＰＰ39・ＰＦＩ40

 

— 

資産活用の状況 ア エネルギー利用 

 

— 

イ 土地利用等 

 

— 

 

（３）経営比較分析表を活用した現状分析 

 

 

【健全性・効率性】  

 経常収支比率が 100％を上回っており、累積欠損金比率が 0％であることから、比較的

健全な経営を行っているといえます。一方で、流動比率が 100％を下回っており、近年の

決算の状況では下水道使用料収益が徐々に減少傾向であること、維持管理費が増加してい

ること、現金が減少していること等から、短期的な現金が不足していると判断できるため、

この状況が続けば、将来的に厳しい経営状況に推移していくことが予測されます。 

 

【老朽化の状況】 

 昭和 38 年度に下水道整備を始め、当初に布設した管路は法定耐用年数である 50 年を

超えています。維持管理計画を基に効率的な維持管理及び投資計画を進める必要がありま

す。 

 

【総括】 

 経営の健全性や効率性は各指標からも比較的高い水準にあると考えられます。一方で布

設管渠の老朽化の進行、維持管理費の増加、下水道使用料収益の減少傾向、また現金の減

少傾向が見られます。将来のリスク回避を考え、経営改善の手法を模索する必要がありま

す。 

 

 

 

 

                                                   
39 PPP: 公共サービスの提供を民間の資金とノウハウを活用し行うこと（企画計画段階から民間が関与） 
40 PFI：PPP の手法の一つで、公共が基本的な企画計画を策定する点で PPP と異なる 
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２．経営の基本方針 

 

 

人口減少や少子高齢化の進行、生活様式の変化、省資源化、経済成長の鈍化など社会構

造の変化により下水道使用料収入の減少傾向が続く中、今後は施設・設備の老朽化が急速

に進むことから、老朽化対策事業へ多額の改築更新費用が必要となるとともに、近年多発

している局地的集中豪雨等に対応するため、雨水排水対策事業へも多額の投資費用が必要

となるなど、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は大変厳しくなることが予想されます。

 持続可能な下水道事業の実現に向け、以下のことを基本方針とします。 

 

１ 整備の持続 

 ・公共下水道の整備 

 ・処理区域内での早期水洗化指導の継続 

 

２ 施設の持続 

 ・老朽化対策としての改築工事、更新工事 

 ・地震対策としての補強工事 

 

３ 経営の持続 

 ・未収対策の継続と適切な使用料の検討 

 ・計画的な起債による起債残高の削減 

 ・研修による職員の資質向上 

 

 

３．投資・財政計画（収支計画） 

 

（１）投資・財政計画（収支計画）：2３～2４ページのとおり 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 

①収支計画のうち投資についての説明 

 

 

公共下水道の整備に係る費用については、茅ヶ崎市総合計画における実施計画（直近は

平成 30 年度から平成 32 年度）計上額並びに茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画計上

額をベースとし、現時点で予定されている事業費を加味します。 
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②収支計画のうち財源についての説明 

 

（１）使用料について 

 将来人口の推計、公共下水道の普及率並びに水洗化普及率の推計、将来世帯数の推計

水洗便所設置済人口の推計、有収水量の推計に基づき、保守的な観点から今後使用料が

減少し続けるものとした推計に基づくこととします。 

 

（２）使用料以外の収入について 

 ・一般会計からの繰入 

  雨水公費・汚水私費の原則に従い、総務省の「地方公営企業繰出金について」に基づ

いた金額を、一般会計より出資金・負担金として繰り入れることとします。 

 

 ・企業債 

一般会計の過度な負担抑制並びに負担の平準化を図る目的に、企業債が可能な事業に

ついては企業債を発行するとともに、発行限度額までは資本費平準化債を発行すること

とします。なお企業債の発行額は、償還額以下とします。 

 

 ・国庫補助金等 

活用可能な国庫補助金等については最大限活用します。 

 

・工事負担金その他の収入 

工事負担金・その他の収入は、平成２７年度～平成２９年度決算値の平均値とします。

又、受益者負担金 については、平成２９年度決算値とします。 

 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 

 

平成 29 年度決算値・平成 27 年度から平成 29 年度までの決算値の平均・その他推計

値等からその経費に最も適した値を推計に用いています。 

 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

 

広域化・共同化・最適化 

に関する事項 

 流域下水道維持管理負担金の適正化につき、接続事業体と

連携しながら検討を進めます。 

投資の平準化に関する事項 

 

ストックマネジメント計画に基づき中長期的な改築計画を

策定し、さらに財源を勘案して投資の平準化を図ります。 

民間活力活用に関する事項 

 

民間活力を積極的に活用するとともに、これまで様々に活

用してきた民間活力についても、委託料の削減手段を検討し

ます。 

その他の取組 

 

— 

 

 



 32  
 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

 

使用料の見直しに 

関する事項 

推計に基づくと中間見直しまでは黒字経営が見込まれてお

り、現時点で平成 40 年度の経営成績を的確に把握することは

困難であることから、原則として使用料の改定に係る検討は中

間見直しの際に行うこととします。 

資産活用による収入 

増加の取組について 

— 

その他の取組 

 

— 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 

民間活力活用に関する事項 

 

民間委託を積極的に活用するとともに、これまで様々に活

用してきた民間委託についても、委託料の削減手段を検討し

ます。 

職員給与に関する事項 

 

地方公営企業法の一部適用であるため、給与体系等につい

ては市長部局に委ねられますが、市長部局とも協議を行うこ

とで適切な人員配置を行います。 

動力費に関する事項 

 

電力自由化制度を利用し、より安価な電力会社との契約を

検討します。 

薬品費に関する事項 

 

— 

修繕費に関する事項 

 

修繕費については、劣化を予測しつつ、損傷が軽微な段階

で小規模な修繕を行います。施設の延命化を図る「予防保全」

の考え方を基本とし、ストックマネジメント手法を導入する

ことで、修繕費の削減を図ります。 

委託費に関する事項 

 

これまで様々に活用してきた民間委託についても、委託料

の削減手段を検討します。 

その他の取組 

 

— 

 

４．経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

 

経営戦略の事後検証 

更新等に関する事項 

6 年目に中間見直しを予定しています。また、計画前提条件の激

変時に、検証及び必要な見直しを行います。 
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附属資料 パブリックコメントの実施結果                       

 

「茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略（素案）」についての 

パブリックコメント実施結果 

    

－ご協力ありがとうございました。－ 

 

 

１ 募集期間 平成３０年１１月２１日（水）～ 平成３０年１２月２０日（木） 

 

２ 意見の件数     １９件 

 

３ 意見提出者数     ２人 

 

４ 意見提出者年齢 

年代 １０代以下 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 不明 

人数  人  人  人  人  人  人 ２人   人

 

５ 内容別の意見件数 

 項 目 件 数

 素案に関する意見   8件

 下水道事業に関する意見   5件

 パブリックコメントの実施に関する意見   4件

 その他意見   2件

合  計 19件

 

  

 

      ＝ 一部修正を加えた項目 

 

 

 

 

茅ヶ崎市 下水道河川部 下水道河川総務課 経営担当 

0467-82-1111 (内線 1363) 

e-mail:gesuisoumu@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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「茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略（素案）」についてのパブリックコメント実施結果 

（新旧対照表） 

 
 
 

修 正 後 

 

修 正 前 

 

おわりに 

 

 下水道事業については、保有する資産の老朽化

に伴う大量更新期の到来や人口減少等に伴う使用

料減少等により、経営環境は厳しさを増しており

、不断の経営健全化の取組が求められます。 

 本経営戦略は、下水道事業が住民の日常生活に

欠くことのできない重要なサービスを提供する役

割を果たすべく、財源の有効活用と事業効果を最

大限に発揮し、将来にわたりサービスの提供を安

定的に継続することが可能となるよう、今後の経

営の基本計画について中長期的視点で策定したも

のです。 

 茅ヶ崎市下水道整備方針における基本理念「豊

かな水環境と安全・安心なまちづくりに貢献する

下水道をめざして」に基づき限られた財源を有効

に活用し、費用効果が最大限に発揮できるよう戦

略的に取り組みを進めます。 

 さらに、下水道の現状と課題等に関する情報を

発信し、事業の透明性を図るとともに説明責任を

果たしながら事業を推進し、効果の実感できる施

策を展開します。 

 

おわりに 

 

 下水道事業については、保有する資産の老朽化

に伴う大量更新期の到来や人口減少等に伴う使用

料減少等により、経営環境は厳しさを増しており

、不断の経営健全化の取組が求められます。 

 本経営戦略は、下水道事業が住民の日常生活に

欠くことのできない重要なサービスを提供する役

割を果たすべく、財源の有効活用と事業効果を最

大限に発揮し、将来にわたりサービスの提供を安

定的に継続することが可能となるよう、今後の経

営の基本計画について中長期的視点で策定したも

のです。 

 茅ヶ崎市総合計画   における基本理念「豊

かな水環境と安全・安心なまちづくりに貢献する

下水道をめざして」に基づき限られた財源を有効

に活用し、費用効果が最大限に発揮できるよう戦

略的に取り組みを進めます。 

 さらに、下水道の現状と課題等に関する情報を

発信し、事業の透明性を図るとともに説明責任を

果たしながら事業を推進し、効果の実感できる施

策を展開します。 
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